
地域医療構想調整会議の活性化のための
地域の実情に応じた定量的な基準の導入について
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資料１





定量的基準導入の経緯と背景 ～先行府県の取組～

一部府県における定量的な基準の導入

• 先行する府県において、都道府県医師会などの医療関係者等との協議を経て、回復期機能
の充足度を評価する等の定量的な基準を作成している。
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着眼点

佐賀県 〇急性期・慢性期病棟に埋もれている、病床単位の地域包括ケア入院管理料算定の病床数を回復期

とみなす。
〇回復期への転換協議が整った病棟を回復期とみなす（病床機能報告のタイムラグを補正）。

〇手術後の入院日数が長くなると医療資源投入量が逓減することに着目し、急性期のうち平均在院

日数２２日超の病棟を、将来の見込みを判断する参考情報とする。

奈良県 〇急性期と報告された病棟について、「重症急性期」と「軽症急性期」に区分する目安を示したう

えで報告を求める。
〇目安は、手術と救急医療入院の合計の病棟あたり件数（５０床あたり１日２件以上）で判断し、

「軽症急性期」は回復期を担っているとみなす。

埼玉県 〇「回復期リハ病棟→回復期」など、医療機能と紐付けできる入院料の病棟は、当該医療機能とする。

〇特定の医療機能と結びついていない一般病棟・有床診療所一般病床・地域包括ケア病棟を対象に、
高度急性期／急性期／回復期の区分線を設ける。

〇区分線は、「具体的な医療の内容に関する項目」（参考）から選択した稼働病床数あたりの算定回数等を

指標に用い、しきい値を設定。例えば、高度急性期なら全身麻酔下手術２回／月・床以上等の１０指標、
急性期なら手術２回／月・床以上等の６指標のいずれかを満たすものを該当とする。

大阪府 〇急性期と報告された病棟について、「（重症）急性期」と「地域急性期」に仕分けて、「地域急性期」と

回復期の合計の割合と、回復期の必要病床数の割合とを比較し、そのギャップの解消をめざす。
〇仕分けのルールは、「具体的な医療の内容に関する項目」を活用し、治療実績が多く、看護配置が少なくな

るに従い、件数が大幅に減少している４項目（手術総数、化学療法、救急医療管理加算、呼吸心拍監視）の

いずれかで、病棟単位の月あたり実施件数が一定以上のものを、「（重症）急性期」に分類する。
〇有床診療所における急性期報告病床は、「地域急性期」として扱う。





三重県版定量的基準の位置付けと取扱いについて

１．定量的基準の位置付け

• 定量的基準については、病床機能報告制度の課題をふまえ、客観的な基準により病床機能報
告結果と必要病床数との間に生じているズレを補正し、比較可能なデータとすることで、各
医療機能の充足度の評価や、医療機能の分化・連携の在り方を議論する上での目安として活
用する。

２．定量的基準の病床機能報告上の取扱い

• 定量的基準については、必要病床数との比較を可能とするために、病床機能報告結果の
データを補正するものであり、病床機能報告における病床機能の選択を強制するものでは
ない。病床機能報告においては、これまでどおり、各医療機関が自主的に病床機能を選択
することとなる。

３．定量的基準適用後の各病棟ごとのデータの取扱いについて

• 定量的基準適用後のデータについては、集計結果は公表するが、各病棟ごとの詳細なデー
タについては、厚生労働省への報告を含め、公表しない。
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（参考）

三重県版定量的基準の具体的内容
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１．入院料基準

２．一般病棟基準

３．特殊病棟基準

４．有床診基準

５．基準の適用結果



１．入院料基準 ～基準の内容～

○ 特定の医療機能に関連することが明らかな次の入院料（改定前の診療報酬に基づく入院料）
を算定する病棟（救急・小児・周産期に係る診療科を除く）は、当該医療機能として取り扱う。

○ 入院料と医療機能の関連は、次頁の病床機能報告マニュアルにおける整理に基づく。
○ 地域包括ケア病棟入院料については、今回導入した「地域急性期」の機能にまさしく対応

する入院料であるため、同機能として取り扱う。

入院料 医療機能

特定集中治療室管理料１～４

高度急性期ハイケアユニット入院医療管理料１～２

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

地域包括ケア病棟入院料※

※病床単位の地域包括ケア入院管理料を算定している場合、管理料算定病床数が病棟
の病床数の過半以上であれば、地域包括ケア病棟と同様の扱いとする。

地域急性期

回復期リハビリテーション病棟入院料 回復期

療養病棟入院基本料１～２

慢性期
療養病棟特別入院基本料

特殊疾患病棟入院料１～２

療養型介護療養施設サービス費等の届出病棟
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２．一般病棟区分 ～区分線２のしきい値の検討①～

区分線２の各項目について、「全病棟」「一般病棟基準対象病棟」「一般病棟７対１病棟（特
定機能病院を含む）」「一般病棟10対１」のそれぞれのカテゴリーごとに平均値を算出した上
で、原則７対１と10対１の平均値の範囲内でしきい値を設定。
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手術 1.3 1.3 1.6 0.9 1.0

化学療法 0.3 0.7 1.0 0.4 0.5

救急医療管理料加算１及び２ 1.1 2.5 2.7 2.9 2.6

呼吸心拍監視 3時間を超えた場合
７日以内の場合

1.1 2.5 2.8 2.1 2.2

※50床換算の1日あたりの１病棟の平均回数
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４．有床診基準

○ 有床診療所については、病床規模が小さく、１か月間のレセプト情報が元となる病床
機能報告の「具体的な医療の内容」では、年度間・診療所間の数値の偏りが大きいため
正確な比較が困難。

○ そのため、有床診療所の医療機能については、基本的に病床機能報告における報告に
準ずるものとするが、急性期報告の診療所については、医療法上に規定される役割※を
ふまえて、地域急性期機能と位置付ける。
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● 急性期報告診療所（54診療所・634床が該当） ⇒ 地域急性期

● 回復期報告診療所（10診療所・137床が該当） ⇒ 回復期

● 慢性期報告診療所 （8診療所・148床が該当） ⇒ 慢性期

【参考】医療法第30条の7（抜粋）

2 医療提供施設のうち次の各号に掲げる者の開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切
な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果
たすよう努めるものとする。
一 病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を
確保すること。

二 病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよ
う、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
イ 病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
ロ 居宅等において必要な医療を提供すること。
ハ 患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。






